
公益社団法人 国際日本語普及協会 

 

 

企業・機関向け日本語レッスン規約 

 

当協会はご希望の日時と場所に講師を派遣いたします。 

 

１．ご依頼を受け、ご要望に応じたプログラムをご提案、見積書を作成します。 

・ 1クラスの定員は原則として 2名以上 8名以内とします。 

・ 時間数は 1時間を最小単位とし、1時間以上は 30分ごとに設定いたします。 

授業料（10%税込料金）は下記の通りです（2026年 4月 1日より適用）。 

１時間 1.5時間 2時間 2.5時間 3時間 

¥9,570 ¥14,355 ¥19,140 ¥23,925 ¥28,710 

・ 授業料の他、プログラム運営料（授業料の 20%～）、教材作成料（授業料の 10%）、講師交通費、 

オンラインレッスンの場合は Web会議システム使用料等の必要経費をいただきます。 

・ 土、日、祝日に授業を実施する場合は追加料金が発生します。 

 

２．見積りをご承認いただいた後、必要に応じて契約書またはそれに代わる書類を作成し、契約を交わ

します。 

 

３．契約後、ご希望に沿ったカリキュラムを作成し、プログラムを実施します。 

・ プログラム開始後の契約内容の変更は原則としてできません。 

・ ご依頼があれば授業終了時に担当教師が報告書を提出いたします。 
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